
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Ⅳ．当面講ずべき具体的施策
４．内航海運の運航・経営効率化、新技術の活用
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（１）所有と管理の分離に対応した仕組みづくり

船舶管理会社を活用したグループ化・集約化のメリット 第１２回基本政策部会資料
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（１）所有と管理の分離に対応した仕組みづくり

登録船舶管理事業者制度の創設 第１２回基本政策部会資料より
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（１）所有と管理の分離に対応した仕組みづくり

船舶管理会社の活用状況 （「内航海運事業実態調査」（平成28年8月）結果より） 第１２回基本政策部会資料
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（１）所有と管理の分離に対応した仕組みづくり

船舶管理会社の契約形態及び業務 第１５回基本政策部会資料
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（１）所有と管理の分離に対応した仕組みづくり

船舶管理契約と類似の事業形態と法的位置付け 第１５回基本政策部会資料
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（１）所有と管理の分離に対応した仕組みづくり

「船舶管理会社活用」のポイント 第１５回基本政策部会資料
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（３）船舶の大型化等による物流システムの効率化

鉄鋼・石油元売り事業者の船団について 第１５回基本政策部会資料
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（３）船舶の大型化等による物流システムの効率化

船舶の大型化による効率化 第１５回基本政策部会資料
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（３）船舶の大型化等による物流システムの効率化

次世代高規格ユニットロードターミナル 第１５回基本政策部会資料
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（３）船舶の大型化等による物流システムの効率化

物流総合効率化法（流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律）の概要 第１５回基本政策部会資料
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（３）船舶の大型化等による物流システムの効率化

財政融資を活用した物流効率化 第１５回基本政策部会資料
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（４）荷役作業の効率化

荷役作業の効率化に向けた取組について 第１５回基本政策部会資料
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（５）既存船舶のスペースの有効活用

総トン数４９９トンクラスの船舶における船員の確保・育成策① 第１２回基本政策部会資料
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（５）既存船舶のスペースの有効活用

総トン数４９９トンクラスの船舶における船員の確保・育成策② 第１２回基本政策部会資料
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（５）既存船舶のスペースの有効活用

事務室の設置義務の緩和 第１５回基本政策部会資料
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Ⅳ．当面講ずべき具体的施策
５．内航海運暫定措置事業終了後の業界のあり方
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（１）内航海運組合のあり方

暫定措置事業終了後に内航海運業界が果たすべき役割(1) 第１４回基本政策部会資料

暫定措置事業終了後も内航海運業界が物流事業者として責務を果して
いくためには、下記事項に対する対応が不可欠。

① 安定輸送を確保し、荷主への輸送責任を果たす。

安定輸送を維持するためには、船員の確保が必須であり、そのため
の船員対策が必要。

② 生産性向上を行い物流業者として成長戦略を描くことが必要。

そのためには、大型化・共同輸送等について、関係者と連携して物
流システムの改良・改善を図る。

Japan Federation of Coastal Shipping 
Associations
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（１）内航海運組合のあり方

暫定措置事業終了後に内航海運業界が果たすべき役割(2) 第１４回基本政策部会資料

Japan Federation of Coastal Shipping 
Associations

③ 物流事業者として、労務、環境、安全等についてコンプライアンス徹底が
必要。

そのためには、安全、環境、適正な労務管理などに関する最新の状況を
踏まえ、各種研修会の実施や啓蒙活動の推進を 通じてコンプライアンス
強化に努める。

④ 安定輸送の確保、生産性の向上、諸法制に対するコンプライアンスの維持
を図るためには、取引環境の改善が必要。

荷主・オペ・オーナーの縦関係の従属性の高い内航海運において、①～③
の事項を実現するためには、適正なコスト負担等取引環境の改善が必要。

※ 以上の課題については、内航海運業界だけで解決するのは難しく、行政、
荷主、海運業界全体の理解と取り組みが必要。
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（２）セーフティネットの必要性

内航海運組合法の必要性 第１４回基本政策部会資料

Japan Federation of Coastal Shipping 
Associations

我が国は、周囲を海に囲まれるという地理的特性から、内航海運は社会的インフラとしての重要な機能を

果たしている。

一方内航海運業界は、

① 高額な船舶を設備投資する船主に中小事業者が多く、同じ中小事業者が多いトラック業界と比べ、設

備投資に対する負担が非常に大きい。

② 内航海運は装置産業であり、船舶の建造に長時間を要し、且つ、長期間効率的に稼働させるかが必要

があるため、急激な経済変動に脆弱な特性を有する。

③ このため大きな経済変動に見舞われると、機動的に対応することが出来ず、船腹過剰に陥りやすく、

マーケットが混乱し輸送責任が果たせなくなる。

④ なお、内航海運の顧客は国内物流でさらに海上輸送を行える荷主企業という非常に限定的なマーケッ

トに限られるため、内航事業者の体力を超えた急激な変化への対応が厳しいという現状である。

以上のように内航海運は他の産業に見られない特殊な事情を抱える業界であり、緊急事態が発生した時の

制度上のセーフティーネットとして、内航海運組合法は必要と考えている。
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（２）セーフティネットの必要性

急激な景気変動時における状況 第１４回基本政策部会資料
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Ⅴ．新型コロナウイルス感染症の影響
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内航海運の輸送量への影響 第１６回基本政策部会資料より
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今般の新型コロナウイルス感染症拡大により、内航海運業界も大きな影響を受けた。

貨物船は昨年１０月以降、油送船は直近１年間輸送量は減少傾向にあり、特に、本年５月の対前年同月比
は、貨物船が約２６％減少、油送船が約１８％減少と、いずれも大幅に減少。

今後も新型コロナウイルス感染症の影響が懸念されている。

貨 物 船 油 送 船

出典：日本内航海運組合総連合会「内航輸送主要元請輸送実績」より
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内航海運業者の売上への影響 第１６回基本政策部会資料より
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売上については、２月時点では前年同月と比べて「減少」と回答した事業者は約５割だったが、８月は約７割
にまで拡大。９月以降もこの減少傾向は続く見込み。

厳しい経営状況の中、資金繰り支援や雇用調整助成金等、国による支援策を活用又は活用を検討。

売上金額（前年同月比） ※９、１０月は見込み

調査方法：内航海運登録事業者96者（総事業者1,828者）に対し、内航総連、各地方運輸局等よりアンケート及びヒアリングを実施

国による支援策の活用状況 ※７月末時点

【資金繰り支援※】
（回答：96者）

90 83 78 88 89 82（回答数）
【雇用調整助成金】

（回答：96者）

91 81 81

※政府系・民間金融機関による融資、持続化給付金等



第１次、第２次補正予算等による主な支援策① 第１６回基本政策部会資料より

資 本 性 劣 後 ロ ー ン
（ 中 小 企 業 向 け ）

一時的に財務状況が悪化し企業再建に取り組む企業に対する資本性劣後ロー
ンの提供（日本政策金融公庫等。最大7.2億円）※利率0.5%（当初３年間）

セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 貸 付
運転資金又は設備資金の融資
（日本政策金融公庫等。最大7.2億円）

２次にわたる補正予算等により、内航海運業者も活用可能な、民間金融機関による実質無利子・無担保融
資の創設、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大等の支援策を講じたところ。

海事局では、必要な支援策が隅々まで行き届くよう、地方運輸局等に設置した相談窓口を活用しながら、
プッシュ型で制度の周知徹底や現場のニーズ把握等に取り組んでいる。
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新型コロナウイルス感染症
特 別 貸 付

中小企業等に対する信用力や担保に拠らない融資
（日本政策金融公庫等。最大６億円）

※金利0.9%引き下げ（当初３年間）

危 機 対 応 融 資
中小企業等に対する信用力や担保に拠らない融資
（商工組合中央金庫。最大６億円）

※金利0.9%引き下げ（当初３年間）

小規模事業者経営改善資金
(マ ル 経 融 資)

小規模事業者に対する別枠の融資
（日本政策金融公庫等。最大1,000万円）
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金
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に
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融
資

セーフティネット保証
一般保証とは別枠の保証
（信用保証協会。最大2.8億円）

危 機 関 連 保 証
セーフティネット保証とは別枠の保証
（信用保証協会。最大2.8億円）

信
用
保
証
付
き

※既往債務の
借換も可能

保証料・利子減免

※信用保証付き民間既往
債務の借換も対象

特別利子
補給制度
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第１次、第２次補正予算等による主な支援策② 第１６回基本政策部会資料より
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